
資 料 １

阿南安芸自動車道（奈半利～安芸）に係る

環境影響評価手続きの経過等について

１ 経 過

R3.3.29 環境影響評価届出書（以下「届出書」という。）収受

3.30～4.30 関係市町、庁内関係機関へ意見照会

3.30 高知県環境影響評価技術審査会へ諮問（以下「審査会」という。）

5.17 審査会開催

２ 今後の予定（案）

5.18～5.21 審査会意見集約、審査会より届出書審査の結果の答申

5.24～5.26 知事判定の通知

5.27 〆切【届出の日から起算して 60日以内】


